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追加議案第１号 

 

   財産の取得について（追認） 

 

 下記財産の取得については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３８年矢板市条例第２６号）第３条の規定により、追認の議決

を求める。 

  令和６年９月１０日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳 

 

記 

１ 財産の表示  中型自家用バス 

２ 取得の方法  見積入札 

３ 取 得 価 格  １７，９８０，０００円 

４ 取得相手方  矢板市扇町二丁目１０番３号 

         有限会社大谷自動車修理工場 

         代表取締役 大谷 和男 
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追加議案第２号 

 

   財産の取得について（追認） 

 

 下記財産の取得については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３８年矢板市条例第２６号）第３条の規定により、追認の議決

を求める。 

  令和６年９月１０日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳 

 

記 

１ 財産の表示  小学校教師用教科書及び指導書 

２ 取得の方法  随意契約 

３ 取 得 価 格  ２３，２２８，４３３円 

４ 取得相手方  矢板市本町１４番４号 

         有限会社大谷薬局 

         代表取締役 大谷 正男 
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追加議案第３号 

 

   財産の取得について（追認） 

 

 下記財産の取得については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３８年矢板市条例第２６号）第３条の規定により、追認の議決

を求める。 

  令和６年９月１０日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳 

 

記 

１ 財産の表示  矢板市文化スポーツ複合施設における簡易観覧席 

（スタッキングチェア外） 

２ 取得の方法  見積入札 

３ 取 得 価 格  １４，７４０，０００円 

４ 取得相手方  矢板市本町３番１０号 

         株式会社マルヤ 

         代表取締役 菊地 昭義 
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追加議案第４号 

 

   財産の取得について（追認） 

 

 下記財産の取得については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３８年矢板市条例第２６号）第３条の規定により、追認の議決

を求める。 

  令和６年９月１０日提出 

 

                      矢板市長 森 島 武 芳 

 

記 

１ 財産の表示  矢板市文化スポーツ複合施設におけるスポーツ用品 

（卓球台、バレーボール支柱外） 

２ 取得の方法  見積入札 

３ 取 得 価 格  １９，５５８，０００円 

４ 取得相手方  矢板市扇町二丁目１番２８号 

         髙橋スポーツ店 

         代表取締役 髙橋 正志 
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